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平成２９年７月九州北部豪雨の対応について
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１．平成２９年７月九州北部豪雨について

２．平成２９年７月九州北部豪雨における
災害廃棄物処理に関する対応について

２．１ 災害協定に基づいた支援（朝倉市、東峰村）
２．２ 流木処理業務

３．苦労した点・課題

４．本委員会の今後の検討に求めること

報告内容
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１．平成２９年７月九州北部豪雨について

線状降水帯が形成・維持
→同じ場所に猛烈な雨が継続して降る

山間部の中小河川が増水、氾濫
土砂崩れ等が発生

朝倉市、東峰村では、
道路崩壊、鉄道橋流失、土砂流入、
冠水等により 交通が寸断
また大量の流木が下流に流れ、住家
に流入するなどして多大な被害が発生

人的被害（福岡県全域）
死者37人、行方不明者2人

家屋被害（福岡県全域）
全壊287件、半壊822件
床上浸水22件、床下浸水598件 図1 期間降水量分布図（7月5日0時~7月6日24時）

（出典：気象庁HP）
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１．平成２９年７月九州北部豪雨について

朝倉市 （平成29年7月10日撮影）朝倉市赤谷川の被害箇所（7月7日撮影、出典：国土地理院ＨＰ）

東峰村 （平成29年7月11日撮影）朝倉市 （平成29年7月10日撮影）
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２．平成２９年７月九州北部豪雨における
災害廃棄物処理に関する対応について

2.1 災害協定に基づいた支援（朝倉市・東峰村）
（災害発生から２ヶ月間）

2.2 流木処理業務
（平成２９年１１月~平成３１年３月）
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2.1 災害協定に基づいた支援（朝倉市・東峰村）
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2.1 災害協定に基づいた支援（朝倉市・東峰村）

支援期間 集積場数
（着手時）

担当支部 支援内容

朝倉市
平成29年
7月9日～9月8日 3カ所 筑後支部

・集積場の管理
・集積場から処理施設への運搬
・会員企業における処理

東峰村
平成29年
7月15日～9月14日 3カ所

福岡支部
筑豊支部

同 上

朝倉市集積場（甘木集積場） 運搬状況写真



8

2.1 災害協定に基づいた支援（朝倉市・東峰村）
（可燃性混合物の処理の流れ）

（出典：朝倉市災害記録誌）



9

2.1 災害協定に基づいた支援（朝倉市・東峰村）
（その他の廃棄物処理の流れ）

（出典：朝倉市災害記録誌）
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2.2 流木処理業務 （平成２９年１１月~平成３１年３月）

丸太チップ

伐根チップ

泥 分

福岡県２次仮置場

丸 太

電力会社・製紙会社

バイオマス
発電施設

自治体焼却施設

セメント工場

１
次
仮
置
場

会員企業等

場内管理

破砕・選別

会員企業

運 搬

処理施設等

業務範囲

運 搬
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2.2 流木処理業務 （平成２９年１１月~平成３１年３月）

搬入物（丸太）

手選別による異物除去 篩い機による選別

搬入物（土砂混じり木くず）
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3.1 市町村が指定していない場所にある
災害廃棄物について

３．苦労した点・課題

3.2  市町村の処理施設で処理できない
災害廃棄物について

（1）中間処理
（2）最終処分
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3.1 市町村が指定していない場所にある
災害廃棄物について

集積場でない場所に災害廃棄物が集積している
（黒い○のところ：朝倉市Ａ地区）

朝倉市全体で約５０カ所あった
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3.1 市町村が指定していない場所にある
災害廃棄物について

（出典：朝倉市災害記録誌）
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3.2  市町村の処理施設で処理できない
災害廃棄物について（中間処理）

（１）再委託は○、再々委託は×

⇒「協会」が委託先であるため、再委託する中間処理
業者で処理を完結しないといけない

（２）農薬、オイル関係、塗料等が残る（詳細は別資料参照）

⇒市町村からの直接委託による処理

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第１２条の７の１６
とのミスマッチ
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3.2  市町村の処理施設で処理できない
災害廃棄物について（最終処分）

福岡県内の「管理型最終処分場」の残余容量がほとんどない

平成２９年７月２０日
福岡県を通じて、以下２点の要請を実施

①処理困難物の市町村への埋立の要請
②特例措置の要請（安定型への埋立）

平成２９年９月４日
環循適発第1709041号平成29年9月4日付け特例通知に
基づき、安定型最終処分場の業者に依頼
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４．本委員会の今後の検討に求めること

（１）安定型最終処分場への搬入について

⇒可能な限り、早く搬入できる体制（制度）の構築

（２）県内で処理できない災害廃棄物について

⇒他県との効率の良い連携の構築
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